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令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト  

説明協議会の開催中止について（通知）  

 

 

 大学入試センターの業務につきましては，日頃から種々御理解，御協力を賜り厚

く御礼申し上げます。  

 さて，高等学校等関係者を対象とした令和 3 年度大学入学共通テスト説明協議会

につきましては，7 月に全国 7 地区において開催を予定していたところですが，「新

型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本

部決定  令和 2 年 5 月 4 日変更）により全都道府県が緊急事態措置の対象とされて

いることなどを受け，出席者を含めた関係各位の安全を確保する観点から，今年度

は全地区において開催を中止いたします。  

 なお，これに伴う今後の対応として，令和 3 年度大学入学共通テストの出願受付

等に関する説明資料等を， 7 月中を目途に大学入試センターのホームページ

（https://www.dnc.ac.jp/）に掲載を予定しております。  

 都道府県教育委員会におかれては，所管の高等学校（中等教育学校，特別支援学

校高等部を含む。以下同じ。）及び域内の高等学校を所管する指定都市を除く市区町

村教育委員会に対し，指定都市教育委員会におかれては，所轄の高等学校に対し，

都道府県知事及び構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団

体の長におかれては，所轄の高等学校に対し，周知していただくようよろしくお願

いします。  

 

 本件担当：大学入試センター 事業第一課 
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